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■ビズオール契約内容の注意事項について 
①本書面（ビズオール会員規約、各サービス利用規約）及び別紙申込書は、必ずご確認ください。 

②本書面と申込書控えは、大切に保管してください。 

③本契約は、特定商取引法の対象外となりますので、ご注意ください。（次の場合は、特定商取引法の対象外です。） 

a.事業者間での取引又は海外にいる人に対する契約の場合 

b.事業者がその従業員に対して行った販売又は役務の提供の場合 

C.国、地方公共団体が行う又は特別法に基づく組合、公務員の職員団体、

労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売又は役務の提供の場合 

■ビズオール会員規約 
第一条（会員の定義） 
1.ビズオール会員（以下、「会員」という。）とは、法
人又はその他の団体もしくは個人事業主の方
（併せて、以下、「法人等」という。）で本規約に
同意の上、株式会社 MJE（以下、「当社」とい
う。）が提供する各サービスに加入又は当社が定
める所定の手続きにより会員登録の申込を行い
当社が承諾した法人等をいいます。 

2.利用者とは、当社が提供する各サービスを実際に
利用する方をいいます。（例：会員である法人
等の従業員） 

3.申込者とは、ビズオール会員へ申込みし、かつ、
当社が承諾していない方をいいます。 

第二条（会員の地位） 
1.会員は、当社が定める条件に従って、各サービス
を利用することができます。ただし、有料サービス
に関しては当社が定める利用料金を支払うことに
よって利用できるものとします。 

2.会員は、会員としての地位及びサービスの利用に
より当社に対して取得した一切の権利を第三者に
譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分
することはできません。 

第三条（適用範囲） 
本規約は、申込手続時及び登録後のすべての申
込者及び会員に適用されます。 

第四条（会員の利用資格の停止及び失効） 
1.本規約に定める申込について、以下のいずれかに
該当することを当社が確認した場合、当社はその
申込を承認しない、もしくは取消を行う場合があ
り、申込者又は会員はあらかじめこれを了承する
ものとします。 
①利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記があった
場合。 

②利用申込にあたり、口座情報、又は、指定クレ
ジット会社より無効扱いの通知を受けた場合。 

③過去にサービス加入資格の停止又は失効を受
けた場合。 

④過去に当社の各サービスで料金の未納、滞納
をした場合。 

⑤申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人
のいずれかであり、法定代理人、保佐人の同意
等を得ていない場合。 

⑥その他、当社がサービス利用者とすることを不
適当と判断する場合。 

2.当社は、利用申込を承認しない、もしくは取消を
行う場合は、当該会員に電話又は FAX 及び電
子メールにより通知を行うものとします。 

3.以下の各号の―に該当する場合、当社は、事前
に予告することなく、直ちに該当する会員の各サ
ービス利用資格の全部もしくは一部を停止又は
失効させることができるものとします。 
①会員により、各サービスに関する料金等の支払
債務の履行遅延又は不履行があった場合。 

②会員が死亡された場合、その他会員が権利能
力を失った場合。 

③会員が第三者より差押、仮差押、仮処分、強制
執行を受けた場合。 

④会員が破産、会社整理、特別清算、民事再生、
会社更生手続開始等の申立てを受け又は自ら
申し立てをした場合。 

⑤その他、会員もしくは利用者が本規約に違反し
た場合。 

⑥会員として不適切又はサービスの提供に支障が
あると当社が判断した場合。 

4.前項の規定に従いいずれかのサービスの利用資
格が停止又は失効した場合、該当する会員は、
期限の利益を失い、かかる利用資格の停止又は
失効の日までに発生したサービスに関連する債務
の全額を、当社の指定する方法で一括して支払
うものとします。 

5.既に受領した会費その他の金銭の払戻は一切行
いません。 

6.本条により利用停止した会員の利用中に係る一
切の債務は、その利用停止中の後においても、そ
の債務が履行されるまでは、消滅しません。 

第五条（有料サービス利用料金） 
1.当社は利用料金等を当社が定める料金集計期
間に集計し、請求します。 

2.会員は前項により請求された場合、当社が定める
支払い期限までに料金を支払うものとします。 

3.口座振替による支払いの場合、請求代金の支払
い期限は、当社が定めた期日とします。 

4.請求書の郵送を希望する場合には、請求書発行
手数料として別途￥100（税別）をご負担いた

だきます。 
５.消費税等はサービス対象となる月の税率で利用
料金等とは別に徴収させていただきます。ただし、
法令の改正により消費税率が変更された場合は、
変更後の税率を適用いたします。 

第六条（ユーザーID及びパスワード等の情報管理） 
1.利用中の各サービスによって発行するユーザーID
及びパスワード等は、会員本人が責任をもって管
理するものとします。万一、ユーザーID 及びパス
ワード等を第三者に不正取得された場合、又はそ
の危険があることを否定できない場合、会員は速
やかに当社に報告するとともに、対応として必要
十分な措置を講じるものとします。 

2.前項に定めた報告を行わない場合、当社では入
力されたユーザーID 及びパスワードが登録され
たものと一致することを所定の方法により確認し
た場合、会員による利用があったものとみなし、そ
れらが盗用、不正使用その他の事情により会員
以外の者が利用している場合であっても、それに
より生じた損害について当社は一切責任を負いま
せん。 

3.当社は、当社又は会員の責めに帰すべき事由の
有無に関わらず、利用されるユーザーID が外部
に流出し、当社がパスワードの変更をしても不正
利用を防止することができないと判断する場合、
又は当社及び会員の利益を害すると判断する場
合には、当該ID を失効させることができます。ま
た、会員から文書による要請があった場合も同様
とします。 

第七条（作業会社） 
当社は、サービスによって業務の全部又は一部を
当社取引会社へ委託することがあります。 

第八条（会員の責務） 
1.会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス
に変更があった場合は、速やかに当社が指定する
連絡先へ連絡するものとします。 

2.変更登録がなされなかったことにより生じた損害
について、当社は一切責任を負いません。また、
変更登録がなされた場合でも、変更登録前に既
に手続きがなされた取引は、変更登録前の情報
に基づいて行われますのでご注意ください。 

3.会員は、本サービスで提供される情報等が当社
又は当社が許諾を受けている第三者の財産ない
し知的財産であることを確認し、これを争わないも
のとします。また、当社又は当該第三者に無断で
転載・転用・改編、法令及び本規約で禁止されて
いる行為を行わないものとします。 

4.会員は、本規約に違反し当社に損害を与えた場
合、当該損害の賠償及び遅延損害金を負う場合
があります。 

第九条（会員情報の取扱い） 
1.会員は、利用申込の諸手続きにおいて、当社から
の会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員
情報を当社に提供するものとします。 

2.当社は、会員情報及び履歴情報を、当社の「個
人情報保護への取組み」に従い、善良なる管理者
としての注意を払って当社が管理します。 

3.当社は、会員情報を、会員へのサービス提供、サ
ービス内容の向上、サービスの利用促進、及びサ
ービスの健全かつ円滑な運営の確保を図る目的
のために、当社おいて利用することができるものと
します。 

4.当社は、原則として会員情報を会員の事前の同
意なく第三者に対して開示することはありません。
ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同
意なく、当社は会員情報その他のお客様情報を
開示できるものとします。 
①当社の提携先等、第三者の提供するサービス
や商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、
電子メールもしくは郵便等で当社が通知する場
合、又は電話等により連絡する場合、及び会員
がアクセスした当社のホームページ上もしくはそ
の他会員の情報端末機器の画面上に表示する
場合。 

②当社が、各サービスに関する利用動向を把握す
る目的で、申込情報の統計分析を行い、個人
を識別できない形式に加工して、利用又は提供
する場合。 

③法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 
④会員と当社との取引に必要な範囲において、当
社関連会社及び取引会社に当社の業務を委託
する場合。 

⑤会員から事前に同意を得た場合。 
⑥当社の権利、利益、名誉等を保護するために必
要であると当社が判断した場合。 

⑦その他、当社がやむを得ないと判断した場合。 
5.当社は、会員に対して、メールマガジンその他の
方法による情報提供(広告を含みます)を行うこと
ができるものとします。会員が情報提供を希望し
ない場合は、別途当社が定める方法に従い、そ
の旨を通知してください。当社で内容を確認した
後、情報提供を停止します。ただし、本サービス運
営に必要な情報提供につきましては、会員の希望
により停止をすることはできません。 

6.会員は、利用者に関する情報を当社に登録又は
提供する場合、事前に当社による当該情報の利
用、開示もしくは提供について、該当する利用者
から同意を得るものとします。当該情報の利用、
開示、提供に関連して、かかる同意を得ていない
場合、あるいは利用者に損害が発生した場合又
は利用者との間で紛争が生じた場合、該当する
会員は、自己の費用と責任において、かかる損害
を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、当社
に何等の迷惑をかけない、又は損害を与えない
ものとします。 

7.会員は、会員情報を照会又は変更することを希
望する場合には、別途当社が定める方法に従って
かかる照会又は変更を請求できるものとします。
なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認めら
れている場合を除き、会員が、当社に登録した自
らの氏名を変更することはできないものとします。 

第十条（免責） 
1.当社は、会員がサービスを通じて得る情報等につ
いて、その完全性、正確性、確実性、有用性等に
つき、いかなる保証も行わないものとします。 

2.各サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃
止、会員登録を通じて提供もしくは収集された会
員情報の消失、その他サービスに関連して発生し
た会員の損害について、当社は本規約にて明示
的に定める以外一切責任を負わないものとします。 

3.会員又は当社以外の第三者の責に帰すべき事由
によって、各サービスの全部又は一部を利用でき
ないことにつき、当社は一切の責任を負いません。 

4.当社の行った作業が原因で、お客様のデータが
消失した場合、当社の責に帰することのできない
事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わ
ず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第
三者からの損害賠償請求に基づくお客様の損害
が発生した場合、作業時間の大幅な遅延が原因
でお客様に何らかの損害が生じた場合も、当社
は一切責任を負いません。 

5.申込者又は会員のパソコン内にあるデータの保
証はできません。万一に備え、必要なデータは作
業前にお客様にてバックアップを取ってください。 

6.各サービスの停止・解約、サービス内容の変更に
よって受ける損害について、賠償する一切の責任
を負いません。 

7.当社は前各項に掲げるほか、各サービスの利用に
起因して会員に発生した一切の損害について、当
社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を
負わないものとします。 

第十一条（本規約の変更等） 
1.当社は、当社自らが必要と判断した場合、会員の
個別の同意を得ることなく、本規約の追加・変更
（価格改定を含む）・削除をすることができるも
のとし、会員はこれを承諾して各サービスを申し込
むものとします。 

2.当社は前項による利用規約の変更にあたり、変
更後の利用規約の効力発生日の１ヶ月前まで
に、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規
約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト
（URL:https://bizall.co.jp/pdf/agree
ment.pdf）に掲示し、又は会員に電子メール
で通知します。 

3.変更後の利用規約の効力発生日以降に会員又
は利用者が各サービスを利用したときは、会員は、
利用規約の変更に同意したものとみなします。 

第十二条（各サービスの利用） 
各サービスの利用に際しては、当該サービスの利
用規約にあらかじめ同意するものとします。 

第十三条（サービスの停止・解約・終了） 
1.利用サービスの停止・解約をご希望の場合は、各
サービス利用規約に基づいた手続きを行ってくだ
さい。退会したサービスの利用中に係る一切の債
務は、その退会の後においても、その債務が履行
されるまでは消滅しません。 

2.当社は、当社の判断により各サービスの利用を終
了することがあります。その場合、会員はこれに同
意するものとし、当社は会員に対して遅滞なく告
知を行うものとします。 

第十四条（秘密保持） 
1.当社は、会員の承諾を得ることなく、会員の秘密
情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。
ただし、当社は政府機関、裁判所等から法令に基
づき開示を要求された場合、法律上認められる範
囲内で会員の秘密情報をこれらの者に開示する
ことを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令
又は秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる
機会を与えた上で、これらの者に対して当該秘密
情報を開示することができるものとします。この場
合、当社は、開示先に対し当該秘密情報の秘密
性に即した取り扱いがなされるよう要請するもの
とします。 

2.当社は、秘密情報について当該秘密情報を知る
必要のある自己の役員及び従業員、パート、ア
ルバイトのみに開示するものとし、当該役員及び
従業員、パート、アルバイトに対して本規約に基
づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務
を課すものとします。 

3.当社は、本サービスの提供に合理的に必要な範
囲内でのみ必要情報を複製することができるもの
とします。 

第十五条（反社会的勢力の排除） 
1.会員及び当社は、相手方に対し、過去及び現在、
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関
係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は
特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下、これらを「反社会的勢力」という。）のい
ずれにも該当しないこと及び次の各号のいずれに
も該当しないことを表明するとともに、将来にわた
りいずれにも該当しないことを保証します。 
①反社会的勢力が経営を支配していると認められ
る関係を有すること。 

②反社会的勢力が経営に実質的に関与している
と認められる関係を有すること。 

③反社会的勢力に対して資金等を提供する、便
宜を供与するその他の社会的に非難されるべき
関係（以下「社会的に非難されるべき関係」とい
う。）を有すること。 

④役員又は経営に実質的に関与している者が反
社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
すること。 

⑤反社会的勢力を利用していると認められる関係
を有すること。 

2.会員及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三
者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わ
ないことを保証する。 
①暴力的な要求行為 
②法的な責任を超えた不当な要求行為 
③取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる
行為 

④風説を流布すること又は偽計もしくは威力を用
いることにより相手方の信用を毀損し又は相手
方の業務を妨害する行為 

⑤その他の前各号に準ずる行為 
3.会員及び当社は、相手方が前二項の確約に反す
ることが判明した場合、何らの催告を要さずに、
本契約を解除することができるものとします。 

4.当社は、前項の規定に基づき本契約を解除した
場合には、契約解除により相手方に損害が生じて
もこれを賠償・補償する責任を負わないものとし
ます。 

5.当社が、本条3項により会員との契約を解除した
場合において損害を被ったときは、会員はその損
害を賠償する責任を負うものとします。 

第十六条（禁止事項） 
会員は、各サービスの利用に関して、次の行為を
行わないものとします。 
①利用申し込みの際、虚偽の情報を連絡する行
為 

②既に当社各サービスを利用している会員に営業
する行為 

③他の会員の複数ユーザーID 及びパスワードを
不正に利用する行為 

④当社及び第三者の権利、財産、及びプライバ
シーを侵害する行為、もしくは、当社及び第三
者の名誉・信用を毀損し、又は侮辱し誹謗中傷
するような行為 

⑤有害なコンピュータープログラムなどを用いて当
社及び各サービス提供元のシステムに損害を与
える行為並びに各サービスの運営を妨げる行為 

⑥各サービスにおけるソフトウェア逆コンパイル、リ
バースエンジニアリング、改造、改変及び複製
する行為 

⑦各サービスに関連して当社から取得した当社の
業務上の機密を第三者に開示・漏洩する行為 
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⑧前各号の準備行為、又は前各号の行為をなす
恐れのある行為 

⑨前各号のほか、当社又は第三者に不利益を与
える行為、及び法令、公序良俗並びに本規約
に違反する行為、又はそのような恐れのある行
為 

⑩各サービスの趣旨にそぐわないと当社が判断し
た行為 

第十七条（告知の方法） 
1.本規約に記載されている各告知その他当社から
の連絡は、当社ホームページへの掲載、電子メー
ルによる通知など、当社が適当と判断する方法に
よるものとします。 

2.当社が前項の各告知その他の連絡について書面
をもって行う場合、発送・発信の時点で到達した
ものとみなします。 

第十八条（協議） 
本規約に定めのない事項及び協議の生じた事項
は、双方誠意をもって協議するものとします。 

第十九条（合意管轄） 
本規約に関する一切の紛争については、当社の本
店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とします。 

■Dr.MJE利用規約 
当社は、当社の提供する有料サービス「Dr.MJE」の
利用に関し、以下の通り利用規約を定めます。 
（IT サポートサービスは、2018 年 4 月から
Dr.MJEに名称変更しました。） 

第一条（サービスの定義） 
1.本規約は、当社が提供する Dr.MJE のサービス
を会員が利用する際の一切に適用します。 

2.本規約でいうDr.MJE とは、複合機やサーバー、
UTM、カメラ、PC 等の物件及びネットワーク等
の保守サービス並びに IT 全般の負担を軽減し、
快適な IT 環境を実現するために提供するサービ
スの総称をいいます。Dr.MJE で提供するサービ
スの種類は、以下の各号とします。 
①Dr.MJE（Ｒ）：遠隔リモート対応にてサポー
トサービスを行います。 

②Dr.MJE（Ｖ）：遠隔リモート対応及び現地
訪問対応にてサポートサービスを行います。 

③Dr.MJE（Ｉ）：当社の契約物件がない会員
へのネットワーク環境に関するサポートサービス
や保守対応を行います。（2020 年 3 月 31
日までに契約締結されたもの。） 

3.Dr.MJE の利用は、事業用目的に限り、それ以外
の目的で利用することはできません。また、サービ
ス提供区域は、日本国内に限ります。 

第二条（申込及び契約期間、料金、支払方法） 
1.Dr.MJE契約は、会員がDr.MJEの会員申込書
を当社に提出し、本サービスに該当する契約物件
を設置した時点で契約が成立するものとします。
ただし、試用期間（第八条に定める期間をいいま
す。）又は契約物件の追加がない場合、当社か
ら申込承諾の通知を発信した時点で契約が成立
するものとします。 

2.本契約は申込後、契約物件の設置から3年間を
契約期間とします。ただし、試用期間は、更新時
に引き継がないものとします。以降は同じ条件に
よる1年間の自動更新とします。 

3.会員は、第一条2項で定めるサービスの対価とし
て、当該会員の最初の１物件のみ、次の各号の
いずれかの利用料金を支払うものとします。 
①Dr.MJE（Ｒ）：月額3,000円（税別） 
②Dr.MJE（Ｖ）：月額4,000円（税別） 
③Dr.MJE（Ｉ）：月額5,000円（税別） 
4.会員は、当社と複合機・サーバー・カメラ・UTM・
PC 等を追加契約した場合、1 物件毎に月額
500 円（税別）を支払うものとします。なお、追
加料金は、会員が占有している物理的に異なる
事業所等においても適用するものとします。 

5.会員は、前二項の対価について毎月末日を締切
りとし、翌月の当社が指定する日に原則口座振替
で支払うものとします。なお、指定日が金融機関
の休日の場合は、翌営業日とします。ただし、当
社と会員で別途上記とは別の合意をした場合は、
その支払方法に準じます。 

6.Dr.MJE 料金の課金開始は、設置月の翌月から
とします。ただし、会員申込書に課金開始月が記
入されている（試用期間が設定されている）場
合は、第八条を優先します。 

7.当社は、月額料金の日割は行わないものとします。 

第三条（免責） 
1.当社は、Dr.MJE 対応中に以下の内容が判明し
た場合、対応を行わず作業を終了する場合があ
ります。 
①会員及び利用者より第一条に定める対象物件
以外の機器の対応を要求された場合。 

②会員及び利用者より違法コピーなど、違法行為
となる作業を要求された場合。 

③対象機器が致命的な不具合により正常に作動
しない場合。 

④対象機器が違法な改造をなされている場合。 
⑤対象機器のパスワードを会員及び利用者が解
除できない場合。 

2.Dr.MJE は、アプリケーション、システムの開発、

ホームページ作成、作業代行及び 30 分以上の
時間を要するレッスンや技術的な教育、その他当
社が一般的なアプリケーションの操作支援ではな
いと判断する業務についてはご訪問、又は作業を
お断りする場合があります。 

3.電話サポート又はリモートサポートは、ご利用環
境、回線の通信状況によってはサービスを提供で
きない場合があります。 

第四条（解約） 
1.Dr.MJE の利用停止をご希望の場合は、当社
のサポートデスクまでご連絡ください。解約申請書
をお送りしますので必要事項をご記入いただき、
当社宛にご返送ください。解約申請後、当社より
解約申請承諾メールをお送りします。これをもって
解約申請を受理したものとし、受理した月をもって
解約とします。当社は、解約承諾後、会員及び利
用者の端末から Dr.MJE のアンインストールを行
います。その際、会員及び利用者は、必要に応じ
て前述の作業に協力するものとします。 
2.契約期間中に解約をする場合、「サービス利用料
金×申込月より 3 年終了までの残月数」分の違
約金がかかります。 

3.本契約で定める当初の契約期間以後の解約の
場合、会員は利用料金とは別に手数料 10,000
円（税別）を支払うものとします。ただし、解約
申請期間（契約満了月から翌々月末日までの
期間をいいます。例：6 月末日契約満了の場合、
6 月~8 月末日とします。）の解約の場合は、そ
の手数料を免除するものとします。 

4.本条により解約した会員の利用中に係る一切の
債務は、その解約後においても、その債務が履行
されるまでは消滅しません。 

第五条（利用提供の一時的停止） 
1.当社は、以下の場合、会員の Dr.MJE の利用を
停止することができます。 
①不正規に取得されたアカウントの該当性・適正
性を確認・調査する必要が生じた場合、同確
認・同調査に要する合理的期間内 

②本規約第一条３項の事由の有無を確認・調査
する必要が生じた場合、同確認・同調査に要す
る合理的期間内 

③ビズオール会員規約第十六条の各事由の有無
を確認・調査する必要が生じた場合、同確認・
同調査に要する合理的期間内 

④その他、当社が会員による利用がサービスの運
用に支障を来す恐れがあると判断した場合、そ
の恐れが解消されるまでの間 

2.当社は、前項のほか、当社の判断により、
Dr.MJE の利用を一時的に停止することがありま
す。これについて、会員は当社に異議を述べること
ができませんが、当社は遅滞なく告知するものと
します。 

第六条（Dr.MJE停止に関する確認事項） 
1.Dr.MJE は、サーバー、システム、電気通信設備
のメンテナンス、更新、変更、切り替え、交換ない
し補修などを行う場合、又は各種調査・確認など
の場合に、一時的に利用を停止することがありま
す。なお、当社は、停止する日時の予定について、
２営業日前までに告知します。 

2.前項にかかわらず、天災地変、停電又は回線の
不良、事故、突発的な障害の発生などの緊急の
場合には、事前告知を行うことなく Dr.MJE を停
止することがあります。天災、事変その他の非常
事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通
信の一部又は全部を接続することができなくなっ
た場合、その他公共の利益のために緊急を要す
る事項を内容とする通信を優先的に取り扱う必要
があると判断した場合も同様です。 

第七条（利用環境や初期設定に関連した確認事項） 
1.Dr.MJE を利用する上で必要な本事業所に対す
る本ルーター、インターネットを利用するために必
要な PC、ハードウェア、ソフトウェア及び通信回
線その他一切の利用環境（以下「利用環境」とい
います。）は、会員が自己の費用と負担において
整備ないし準備するものとします。 

2.当社は、会員に事前に告知することなく、Dr.MJE
の仕様の変更ができるものとします。 

第八条（試用期間） 
1.試用期間とは、Dr.MJE の新規契約において、当
社により設置された契約物件がない申込者で、か
つ当社が承諾した無料期間をいいます。 

2.試用期間は、Dr.MJE（R）のみ適用し、最大 6
か月までの期間で当社が定めるものとします。 

3.試用期間のある契約の課金開始は、会員申込書
に記入された課金開始月からとします。 

4.試用期間の解約は、第四条に定めるものとします。 

第九条（本規約の変更等） 
規約の改定については、ビズオール規約第十一条
に準ずるものとします。 

【Dr.MJE会員サポートデスク】 

0120-032-712 

（受付時間 平日9：00～18：00） 

 

■LED保守利用規約 

当社は、当社の提供する有料サービス「LED 保守」
の利用に関し、以下の通り利用規約を定めます。 

第一条（サービスの定義） 
1.本規約は、当社が会員へ販売設置工事をする
LEDの機器に関しての保守契約に適用します。 

2.本規約でいう LED 保守とは、当社が提供する
LED蛍光管（20W、40W、110W）のセンド
バック保守サービスになります。センドバック保守
サービスとは、LED蛍光管が故障した場合、当社
から新しい LED蛍光管を会員へ郵送する保守サ
ービスです。取り付け交換後、故障したLED蛍光
管は当社へ送り返していただきます。（注：取り
付けに関して当社にて訪問が必要な場合、別途
出張費と取り付け工事費は有償となります。） 
①LED保守（Ｍ）：直管型100本未満（1～
99本）の納入商品に対して保守を行います。 

②LED 保守（Ｌ）：直管型 100 本以上
（100～150本）の納入商品に対して保守を
行います。 

3.会員は、LED 保守において、当初の契約型式と
センドバックで郵送する型式が異なる場合がある
ことにあらかじめ同意するものとします。 

第二条（申込及び契約期間、料金、支払方法） 
1.LED保守契約は、会員がLED保守の会員申込
書を当社に提出し、LED 保守に該当する契約物
件を設置した時点で契約が成立するものとします。 

2.本契約は申込後、契約物件の設置から3年間を
契約期間とします。以降は、同じ条件による 1 年
間の自動更新とします。ただし、会員申込書に試
用期間が設定されていても、LED 保守には適用
しないものとします。 

3.会員は、第一条 2 項で定める保守サービスの対
価として、以下の利用料金を支払うものとします。 
①LED保守（Ｍ）：月額1,000円(税別) 
②LED保守（Ｌ）：月額2,000円(税別) 
4.会員は、前項の対価について毎月末日を締切りと
し、翌月の当社が指定する日に原則口座振替で
支払うものとします。なお、指定日が金融機関の
休日の場合は、翌営業日とします。ただし、当社
と会員で別途上記とは別の合意をした場合は、そ
の支払方法に準じます。 

5.LED 保守の課金開始は、設置月の翌月からとし
ます。ただし、会員申込書に試用期間が設定され
ていても、LED 保守には適用しないものとします。 

6.当社は、月額料金の日割は行わないものとします。 

第三条（免責） 
以下の内容が、LED 保守対応中に判明した場合、
保守対応できない場合があります。 
①会員より第一条に定める対象LED以外の機器
の対応を要求された場合。 

②故意にLED蛍光管を破損された場合。 
③地震、火災、水害等の災害に起因する破損が
原因の場合。 

第四条（解約） 
1.LED 保守の利用停止をご希望の場合、サポート
デスクまでご連絡ください。解約申請書をお送りし
ますので必要事項をご記入いただき、当社宛にご
返送ください。解約申請後、当社より解約申請承
諾メールをお送りします。これをもって解約申請を
受理したものとし、受理した月をもって解約としま
す。 

2.契約期間中に解約をご希望の場合、「サービス利
用料金×申込月より 3 年間終了までの残月数」
分の違約金がかかるものとします。 

3.第二条2項に定める自動更新以後に解約する場
合、会員は利用料金とは別に手数料10,000円
（税別）を支払うものとします。ただし、解約申
請期間（解約申請期間は、Dr.MJE利用規約の
第四条 3 項に定めます。）における解約の場合
は、その手数料を免除するものとします。 

4.本条により解約した会員の利用中に係る一切の
債務は、その解約後においても、その債務が履行
されるまでは消滅しません。 

第五条（本規約の変更等） 
規約の改定については、ビズオール規約第十一条
に準ずるものとします。 

■G-PREMIUM利用規約 
当社は、当社の提供するWindows安定高速化
「G-TUNE」及びブラウザーハイジャッカー対策ソ
フトウェア 「G-PROTECT 」（以下、 「G-
PREMIUM」という。）の利用に関して、以下の
通り利用規約を定めます。 

第一条（サービスの定義） 
1.本規約は、当社が提供するG-PREMIUMを利
用者が利用する際の一切に適用します。 

2.会員とは、G-PREMIUM の申込を行った法人
又はその他の団体もしくは個人事業主（併せて、
以下、「法人等」という。）、個人のうち本規約及
びソフトウェア使用同意書を承諾し当社の指定す
る手続きを行い当社がライセンスを提供した者を
いい、G-PREMIUMを利用するすべての者を利
用者といいます。 

第ニ条（本規約の変更） 
1.当社は、当社自らが必要と判断した場合、会員の
個別の同意を得ることなく、随時本規約の追加・
変更・削除をすることがあります。この場合、本サ

ービスの提供条件は、変更後の本規約によるも
のとします。 

2.本規約を変更する場合、当社は当社ホームペー
ジ上に掲示し、通知するものとします。尚、本規約
変更通知後10 日以内に G-PREMIUM の解
約の申し出がない場合、会員及び利用者は当該
変更内容に同意したものとみなします。 

第三条（申込及び利用料金・契約期間・支払方法） 
1.本契約は G-PREMIUM の利用申込書を当社
へ提出又は Web 上より利用申込を行い、「G-
PREMIUM」をインストールした時点で契約が成
立するものとします。 

2.会員は当社より発行されたライセンスキー1 つに
付き、月額 1,200 円（税別）を支払うものとし
ます。 

3.当社が無料期間の提供をした場合、期間は最大
2 カ月間とし、無料期間終了までに何ら解約の申
し出がない限り、G-PREMIUM の利用契約を
継続し、無料期間終了後、契約者は本条 2 項に
定める利用料金を支払うものとします。 

4.ライセンスキーの追加、もしくは過去に G-
PREMIUM の利用履歴がある場合は、前項に
ある無料期間は適用されないものとし、契約成立
月より課金が発生するものとします。 

5.利用料金の支払方法に関して、口座振替で支払
うものとします。支払い日に関して、当社が定める
日に毎月、先月分の利用料金を請求するものとし
ます。ただし、当社と会員で別途上記とは別の合
意をした場合は、その支払方法に準じます。 

6.当社は月額費用の日割は行わないものとします。 
7.当社は、会員からの承諾を得ることなく、料金の
改定又は部分的変更を行うことができるものとし
ます。 

第四条（サービス提供の承認の取消） 
1.本規約第三条に定める申込について、以下のい
ずれかに該当することを当社が確認した場合、当
社はその申込を承認しない、もしくは取消を行う
場合があり、申込者はあらかじめこれを了承する
ものとします。 
①利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記があった
場合。 

②利用申込にあたり、口座情報、又は、指定クレ
ジットカード会社より無効扱いの通知を受けた
場合。 

③過去にサービス加入資格の停止又は失効を受
けた場合。 

④過去に料金の未納、滞納をした場合。 
⑤申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人
のいずれかであり、法定代理人、保佐人の同意
等を得ていない場合。 

⑥その他、当社がサービス利用者とすることを不
適当と判断する場合。 

2.当社は、利用申込を承認しない、もしくは取消を
行う場合は、当該申込者又は会員に郵送もしくは
電話連絡又は電子メールの手段により通知を行
うものとします。 

第五条（利用資格の停止及び失効） 
1.以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前
に通知することなく、直ちに発効しているライセン
スキーの全部もしくは一部を停止又は失効させる
ことができるものとします。 
①会員により、G-PREMIUMに関する料金等の
支払債務の履行遅延又は不履行があった場合。 

②会員が死亡された場合、その他会員が権利能
力を失った場合。 

③その他、会員もしくは利用者が本規約に違反し
た場合、会員として不適切又はG-PREMIUM
の提供に支障があると当社が判断した場合。 

2.前項の規定に従いいずれかのG-PREMIUMの
利用資格が停止又は失効した場合、該当する会
員は、期限の利益を失い、かかる利用資格の停
止又は失効の日までに発生した G-PREMIUM
に関連する当社に対する債務の全額を、当社の
指示する方法で一括して支払うものとします。 

3.既に受領した会費その他の金銭の払戻は一切行
いません。 

4.本条により利用停止した会員の利用中に係る一
切の債務は、その利用停止の後においても、その
債務が履行されるまでは、消滅しません。 

第六条（解約） 
1.G-PREMIUM の利用停止をご希望の場合は、
当社へ利用停止を行うG-PREMIUMを内蔵す
る PCの情報を電話又は解約申請フォームよりご
申請ください。解約申請後、当社より解約申請承
認メールをお送り致します。これをもって解約申請
を受理したものとし、受理した月をもって解約され
るものとします。 

2.本条により解約した会員の利用中に係る一切の
債務は、その解約の後においても、その債務が履
行されるまでは消滅しません。 

3.ライセンスの失効後、導入直前の動作設定、環
境へ自動的に戻り、G-PREMIUM 導入時にも
たらされた効果・効能は消失します。 

■施行日：2020年7月1日 


